
コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方 

（コンプライアンス・リスク管理基本方針）（案）のポイント 

○ 従来の検査・監督のあり方を見直し、「金融処分庁」から「金融育成庁」へ転換 

   ⇒  「検査・監督基本方針」 の公表（6月29日） 

 コンプライアンス・リスク管理の分野についても、以下のように、金融機関におけるリスク管理態勢の

改善を促すべく、金融庁の対応を見直す必要 

 上記基本方針の分野別方針として、「コンプライアンス・リスク管理基本方針（案）」を意見募集に付す

もの（7月13日） 

従来の問題点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
金融庁の重箱の隅をつつくような検査
が上記を助長 

 
 

改善の方向性 
（経営の問題であるとの認識の醸成） 

 経営陣において、ビジネスモデ
ル・経営戦略・企業文化とコンプ
ライアンスを表裏一体であるとの
認識の下、経営目線での内部管
理態勢を主導 

 「世間の常識」とずれないために、
外部有識者等の視点を活用する
ガバナンス態勢を構築 

 潜在的な問題を前広に察知し、そ
の顕在化を未然に防止 

 金融機関の規模・特性に応じたリ
スクベースでのメリハリのある管
理態勢を構築 

金融庁の今後の対応 

 ルールベースではなく、
経営の問題としての取
組みを評価することを
目的とした金融機関の
経営陣との対話 

 重要な問題に焦点を当
てた、リスクベースのモ
ニタリング 

 金融機関の規模・特性
に応じ、負担に配慮 

金融機関の対応 

 形式的な法令違反のチェックに
終始、表面的な再発防止策の
策定等、ルールベースでの対応
の積み重なり（「コンプラ疲れ」） 

 発生した個別問題に対する事
後的な対応 

 経営の問題と切り離された、管
理部門中心の局所的・部分的な
対応 


